
◉利用者負担額
乗合人数により利用者の負担額が変わります。

利 用 者 負 担 額 に つ い て
・登録者の乗合人数によって利用者の負担額が変わります。
  ※降車場所が同じ場合でのみ、複数人での利用が可能となります。

１人で乗ると ２人で乗ると ３人で乗ると ４人で乗ると
助成金額　　  700 円
利用者負担  1,800 円

助成金額　  1,400 円
利用者負担  1,100 円

助成金額　  2,100 円
利用者負担  　400 円

助成金額　  2,500 円
利用者負担  　    0 円

利用者負担額の例：メーター運賃が２，５００円の場合

・２人以上乗車した際にメーター運賃が助成金額以下の場合、運賃の全額を助成します。

お問い合わせ先：本庁介護福祉課 ☎ 22-3042　支所住民生活課 ☎ 25-2511

あいのりタクシーの実証実験内容あいのりタクシーの実証実験内容
　

まずは
利用登録

利用にはご本人による登録が必要となります。※代理登録はできません。
本庁介護福祉課、支所住民生活課にて申請書を記入し、マイナンバーカードを登録する。

令和５年７月３日月 から 令和５年 12 月 31 日日まで期　間

①
マイナンバーカードを活用した「あいのりタクシー」を利用するには？

予約 タ ク シ ― の 予 約 時 に、 マ イ ナ ン バ ー を 活 用 し た
「 あ い の り タ ク シ ー」 事 業 を 利 用 す る こ と を 伝 え る。

② 乗車 乗 車 時 に マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を か ざ す。
（２人以上登録者がいる場合は続けてかざす）

③ 降車 降 車 時 に 助 成 適 用 後 の 運 賃 を 支 払 う。
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助 成 条 件 に つ い て
対象運行：・みさきタクシー、さくらじまコアラタクシーの利用であること。
　　　　　　( さくらじまコアラタクシーについては、相乗りはできません ）
　　　　　　※さくらじまコアラタクシーは介護度・障害のある方のみの対象となります。
　　　　　　　ご利用の際は事業所へお問い合わせください。
　　　　　・乗車または降車場所のいずれかが錦江町内であること。
　　　　　　※介護タクシー、重度身体障害者タクシー利用助成とは併用できません。
助成回数：700 円 × 12 回（妊産婦・未就学児は、１人につき 3,000 円 ×12 回）
そ の 他：当該事業と紙の福祉タクシー利用券を併用できます。

登録に必要な物：マイナンバーカード、運転経歴証明書、障害者手帳関係

※昨年度登録された方は、再度の登録を行わずにご利用いただけます。
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